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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
高
麗
航
空
と
の
金
融
取
引
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
許
さ
れ
る
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
に
お
け
る
マ
ネ
ー
・
ロ
ー

ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律

第
二
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
特
定
事
項
等
に
つ
い
て
の
取
引
時
確
認
等
、
同
法
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
等
を
金
融
機
関
等
に
義
務
付
け
て
い
る
ほ
か
、
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯

罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
、
金
融
機
関
等
が
犯
罪
収

益
等
（
同
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
犯
罪
収
益
等
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
隠
匿
し
た
場
合
、
情
を
知
っ
て
、

犯
罪
収
益
等
を
収
受
し
た
場
合
等
に
は
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法

律
第
五
十
九
号
）
等
に
お
い
て
、
金
融
機
関
等
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
が
運
営
さ
れ

る
た
め
の
十
分
な
体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

そ
の
上
で
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
案
が
こ
れ
ら
の
法
令
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
個
別
具
体
的
な
事

実
関
係
に
即
し
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 



 

２ 

 

二
に
つ
い
て 

 
 

一
般
論
と
し
て
、
お
尋
ね
の
「
金
融
機
関
を
利
用
し
て
我
が
国
か
ら
海
外
に
送
金
し
よ
う
と
す
る
依
頼
者
が
、
マ
ネ
ー
・

ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
を
回
避
す
る
目
的
で
、
送
金
目
的
に
つ
い
て
事
実
と
異
な
る
説
明
を
す
る
こ
と
」

は
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の
法
令
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
が
、
個
別
の
事
案
が
こ
れ

ら
の
法
令
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
実
関
係
に
即
し
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
に
定
め
る
義
務
を
誠
実
に
履
行
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
。 


